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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年４月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 作業員死亡 

発生日時 平成２４年１０月２２日 １４時００分ごろ 

発生場所 長野県天龍村所在の水神橋付近の天竜川 

 天龍村所在の早木戸四等三角点から真方位１１４°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１５.３′ 東経１３７°４９.８′） 

事故調査の経過  平成２４年１０月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ゴムボート （船名なし）、総トン数なし 

 なし、有限会社シビルコンサルタント 

 ２.８８ｍ（Lr）×１.４６ｍ×０.４５ｍ、ゴム 

 ガソリン機関（船外機）、３.７kＷ、不詳 

 最大搭載人員４人 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

二級小型船舶操縦士（湖川小出力）・特定 

  免許登録日 昭和５５年１０月６日 

  免許証交付日 平成２２年３月１日 

         （平成２７年５月１７日まで有効） 

作業員 男性 ６６歳 

 死傷者等 死亡 1 人（作業員） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、作業員を乗せ、天竜川流域の測量

ポイントへ向かうため、水神橋から約５７０ｍ上流の左岸（以下「本

件出航地」という。）から船尾を川の中央に向けて出航した。 

船長は、出航する際、岸に船首着けした本船に乗り込み、船外機を

始動せず、右手で船外機の操作ハンドルを握りながら船尾側の左舷気

室上に腰を掛け、胴長を着用した作業員が、できる限り、本船が川の

中央付近まで行くように船首左舷側船内に左足を乗り入れ、右足で川

岸を蹴って本船を後進で離岸させ、船首左舷に座り、川上に向いた船

首を左に回頭させて川下に向けようとし、１本のオールで漕
こ

いでい

た。 

本船は、川の流れが速いために川の中央よりかなり手前で船首を川
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下に向けて流され、オールではコントロールすることができず、平成

２４年１０月２２日１４時００分ごろ、船首左舷が左岸より延びた倒

木（以下「本件倒木」という。）と衝突し、枝に引っ掛かるような形

で右舷を川上に向けて停止したので、川の流れを堰
せき

止めたような状況

となって右舷側に傾き、その弾みで船首側に座っていた作業員が右舷

から落水した。 

船長は、作業員が落水して間もなく、本船が引っ掛かっていた枝か

ら外れたので、船外機を始動させて急流に巻き込まれていた作業員の

救出に向かったが、水流が速くて救出することができず、作業員は水

没して行方不明となった。 

作業員は、３１日１１時４０分ごろ、天龍村平岡地籍の虫川との合

流地点から約２００ｍ下流の天竜川で発見され、溺水により死亡と検

案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし 

本事故発生場所付近の川の水深は、最大約２.４ｍであり、過去に

測量を実施した時より浅かった。 

 その他の事項 

 

本船は、船首、左舷及び右舷に３つの気室を有し、船尾部に船外機

を取り付ける木製トランサムを持つ、船底形状がフラットなゴムボー

トであり、船首部に波避けカバー及び両舷気室上にセイフティーロー

プ（落水しないようにつかむためのロープ）を装備していた。 

船長は、天竜川流域の地形の測量を平成１３年から請け負ってお

り、５月に測量を実施した際も、本件出航地から本船を出航させてい

たが、その時は水量が多く、流れも緩やかであった。 

船長は、本件出航地がよどみのある流れの緩やかな場所であり、い

つも着船する場所であったことから出航地として選定した。 

船長は、本事故発生時のような急流中を本件出航地から出航したこ

とがなかった。 

船長及び作業員は、本事故発生時、上流の天龍村所在の天竜川橋付

近から下流に向かって８ヶ所の測量ポイントの測量を終え、次の測量

ポイントへ向かう途中であった。 

船長は、経験から、離岸する際、川岸から船外機を使用するとスク

リューを川底で損傷させ、その後の航行が困難になり、また、急流の

中で船外機を使用して下流に向かうと速度が出過ぎて操船が困難にな

ると思い、本件倒木を通過して水深の深くなった所で船外機を始動さ

せようと考えていた。 

本件倒木は、平成２３年９月ごろから、本件出航地の下流付近にあ

り、本船が、本件倒木を避けるためには、川の中央付近まで行く必要

があった。 

船長及び作業員は、手動膨脹式救命胴衣を着用していたが、作業員

が発見された際、救命胴衣は膨張していなかった。 
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天龍村を流れる天竜川は、本事故発生場所の上流にある天龍村所在

の平岡ダムから下流にある静岡県浜松市所在の佐久間ダムまでの約３

３km の間をダム湖（人造湖）の佐久間湖と呼び、川の水量は、平岡ダ

ムの放水量により制御され、本事故発生時、過去に測量を実施した時

と比較してかなり水流が速かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 作業員の死因は、溺水であった。 

 本船は、水神橋上流の本件出航地から船外機を使用せずに離岸し、

１本のオールを漕いで川上に向いた船首を左に回頭させて川下に向け

ようとしていた際、本船をコントロールすることができなかったこと

から、本件倒木に向けて流され、本件倒木と衝突し、作業員が落水し

て死亡したものと考えられる。 

船長は、船外機を使用した場合、川岸近くではスクリューを川底で

損傷させる虞があり、また、急流の中で下流に向かうと速力が速くな

って操船が困難になると考え、船外機を始動していなかったものと考

えられる。 

船長は、本件出航地の下流付近に本件倒木があることを知っていた

が、よどみのある流れの緩やかな場所であり、いつも着船する場所で

あったことから、本件出航地を選定したものと考えられる。 

作業員は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状

況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、水神橋上流の本件出航地から船外機を使用せず

に離岸し、１本のオールを漕いで川上に向いた船首を左に回頭させて

川下に向けようとしていた際、本船をコントロールすることができな

かったため、本件倒木に向けて流され、本件倒木と衝突し、作業員が

落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶をコントロールできないような急流中を航行しないこと。 

・落水した際、手動膨脹式救命胴衣を膨張させることができない虞

のある水域では、自動膨脹式救命胴衣又は固型式救命胴衣を着用

すること。 

 




